
   長岡市制度融資活用サポート補助金交付要綱の一部を改正する要綱 

長岡市制度融資活用サポート補助金交付要綱（令和４年長岡市告示第145号）の一部を次

のように改正する。 

次の表の改正前の欄中の下線が引かれた部分（以下「改正前部分」という。）及び当該

改正前部分に対応する同表の改正後の欄中の下線が引かれた部分（以下「改正後部分」と

いう。）について、改正前部分及び改正後部分に字句が記載されている場合は改正前部分

に記された字句を改正後部分に記された字句に改め、改正前部分に字句が記されず、改正

後部分に字句が記されている場合は当該改正後部分に記された字句を当該記載の箇所に加

え、改正前部分に字句が記され、改正後部分に字句が記されていない場合は当該改正前部

分に記された字句を削るものとする。 

改正後 改正前 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、長岡市小口零細企業

保証制度資金融資実施要綱（平成20年長

岡市告示第128号）附則第２項に定める融

資（以下「長岡市小口零細企業保証制度

資金融資（新型コロナウイルス感染症対

応要件）」という。）又は長岡市中小企

業連鎖倒産防止対策資金実施要綱（平成1

5年長岡市告示第90号）に定める融資（以

下「長岡市中小企業連鎖倒産防止対策資

金」という。）及び新潟県セーフティネ

ット資金融資要綱(平成15年４月１日制

定)第７条第２項の表の８の項（3）に定

める融資（以下「新潟県新型感染症・物

価高騰等対策伴走支援型資金（伴走支援

型特別保証制度要件（3））」という。）

を利用する者に対して、予算の範囲内で

交付する長岡市制度融資活用サポート補

助金（以下「補助金」という。）の交付

に関し、長岡市補助金等交付規則（昭和3

6年長岡市規則第６号）に定めるもののほ

か、必要な事項を定めるものとする。 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、長岡市小口零細企業

保証制度資金融資実施要綱（平成20年長

岡市告示第128号）附則第２項に定める融

資（以下「長岡市小口零細企業保証制度

資金融資（新型コロナウイルス感染症対

応要件）」という。）         

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

を利用する者に対して、予算の範囲内で

交付する長岡市制度融資活用サポート補

助金（以下「補助金」という。）の交付

に関し、長岡市補助金等交付規則（昭和3

6年長岡市規則第６号）に定めるもののほ

か、必要な事項を定めるものとする。 

 （補助対象事業） 

第２条 補助金の交付対象となる者（以下

「補助対象者」という。）は、次に掲げ

る融資               

 （補助対象事業） 

第２条 補助金の交付対象となる者（以下

「補助対象者」という。）は、長岡市小

口零細企業保証制度資金融資（新型コロ



             を利用し、

当該融資に係る信用保証料を新潟県信用

保証協会へ支払うものとする。 

 (1) 長岡市小口零細企業保証制度資金 

融資（新型コロナウイルス感染症対応

要件） 

(2) 長岡市中小企業連鎖倒産防止対策 

 資金 

 (3) 新潟県新型感染症・物価高騰等対 

策伴走支援型資金（伴走支援型特別保

証制度要件（３）） 

ナウイルス感染症対応要件）を利用し、

当該融資に係る信用保証料を新潟県信用

保証協会へ支払うものとする。 

                    

                    

      

                    

     

                    

                                      

               

 （補助対象経費） 

第３条 補助金の交付対象となる経費は、

補助対象者が新潟県信用保証協会へ支払

った前各号に規定する融資      

                  

 に係る信用保証料とする。 

 （補助対象経費） 

第３条 補助金の交付対象となる経費は、

補助対象者が新潟県信用保証協会へ支払

った長岡市小口零細企業保証制度資金融

資（新型コロナウイルス感染症対応要件）

 に係る信用保証料とする。 

   附 則 

 この要綱は、公表の日から施行し、改正後の長岡市制度融資活用サポート補助金交付要

綱の規定は、令和５年度分の補助金から適用する。 


